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規
　
則

◯
秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
四
・
財
政
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
秋
田
県
立
大
学
短
期
大
学
部
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
五
・
科
学
技
術
課
）
…
…
…
…
１

議
会
規
則

◯
秋
田
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
一
・
政
務
調
査
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
１

秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
四
号

秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
二
第
百
七
十
五
号
か
ら
第
百
八
十
九
号
の
二
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

百
七
十
五
か
ら
百
八
十
九
ま
で
　
削
除

別
表
第
二
の
二
第
二
百
十
号
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
百
十
の
三
　
地
鶏
肉
生
産
行
程
管
理
者
確
認
申
請
手
数
料

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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秋
田
県
立
大
学
短
期
大
学
部
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
五
号

秋
田
県
立
大
学
短
期
大
学
部
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
立
大
学
短
期
大
学
部
学
則
（
平
成
十
一
年
秋
田
県
規
則
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
卒
業
」
の
下
に
「
及
び
学
位
」
を
、
「
第
四
十
三
条
」
の
下
に
「
・
第
四
十
三
条
の

二
」
を
加
え
る
。

「
第
八
章
　
卒
業
」
を
「
第
八
章
　
卒
業
及
び
学
位
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
卒
業
）
」
を
付
し
、
同
条
第
二
項
中
「
（
別
記
様
式
）
」
を

削
り
、
同
条
第
三
項
を
削
り
、
第
八
章
中
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
学
位
記
及
び
学
位
）

第
四
十
三
条
の
二

卒
業
し
た
者
に
は
、
学
位
記
を
交
付
し
、
及
び
短
期
大
学
士
（
農
学
）
の
学
位

を
授
与
す
る
。

２

学
位
の
授
与
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

別
記
様
式
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
八
日

秋
田
県
議
会
議
長
　
中
　
泉
　
松
之
助

秋
田
県
議
会
規
則
第
一
号

秋
田
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
議
会
会
議
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
秋
田
県
議
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

目
次
中
「
第
八
十
三
条
）
」
を
「
第
八
十
三
条
の
二
）
」
に
、
「
第
七
十
三
条
（
不
在
議
員
の
表

「
第
七
十
三
条
（
不
在
議
員
の
表
決
参
加
の
禁
止
）

決
参
加
の
禁
止
）
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、
「
第
七
十
七
条

第
七
十
三
条
の
二
（
議
場
出
入
口
の
閉
鎖
）

」

「
第
七
十
七
条
（
記
名
投
票
）

第
七
十
七
条
の
二
（
無
記
名
投
票
）

（
記
名
投
票
及
び
無
記
名
投
票
）
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、

第
七
十
七
条
の
三
（
投
票
結
果
の
宣
告
）

第
七
十
七
条
の
四
（
議
場
出
入
口
の
閉
鎖
の
解
除
）
」

「
第
八
十
三
条
（
議
決
事
件
の
字

「
第
八
十
三
条
（
議
決
事
件
の
字
句
及
び
数
字
等
の
整
理
）
」
を

第
八
十
三
条
の
二
（
表
決
に
関

１

規
　
　
　
　
　
　
則

ペ
ー
ジ

議
　

会
　

規
　

則
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句
及
び
数
字
等
の
整
理
）

に
改
め
る
。

す
る
疑
義
）

」

第
七
十
三
条
中
「
表
決
宣
告
」
を
「
表
決
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
議
場
出
入
口
の
閉
鎖
）

第
七
十
三
条
の
二

投
票
に
よ
る
表
決
を
行
う
場
合
に
は
、
議
長
は
、
投
票
を
行
う
こ
と
を
宣
告
し

た
後
、
議
場
の
出
入
口
を
閉
鎖
さ
せ
、
出
席
議
員
数
を
報
告
す
る
。

第
七
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
記
名
投
票
）

第
七
十
七
条

記
名
投
票
を
行
う
場
合
に
は
、
議
員
は
、
自
ら
の
議
席
に
備
え
て
あ
る
所
定
の
白
色

票
又
は
青
色
票
を
用
い
て
投
票
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
投
票
の
際
は
、
問
題
を
可
と
す
る
議
員
は
所
定
の
白
色
票
を
、
問
題
を
否
と

す
る
議
員
は
所
定
の
青
色
票
を
投
票
箱
ま
で
持
参
す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
議
員
が
持
参
し
た
白
色
票
又
は
青
色
票
は
、
事
務
局
職
員
が
こ
れ
を
受
け

取
り
、
議
員
に
代
わ
つ
て
投
票
箱
へ
投
入
す
る
も
の
と
す
る
。

４

第
八
十
八
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
記
名
投
票
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

第
七
十
七
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
無
記
名
投
票
）

第
七
十
七
条
の
二

無
記
名
投
票
を
行
う
場
合
に
は
、
問
題
を
可
と
す
る
議
員
は
「
賛
成
」
と
、
問

題
を
否
と
す
る
議
員
は
「
反
対
」
と
所
定
の
投
票
用
紙
に
記
載
し
、
投
票
箱
に
投
入
す
る
も
の
と

す
る
。

２

第
八
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
無
記
名
投
票
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

（
投
票
結
果
の
宣
告
）

第
七
十
七
条
の
三

議
長
は
、
投
票
の
点
検
が
終
わ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
結
果
を
宣
告
す
る
。

（
議
場
出
入
口
の
閉
鎖
の
解
除
）

第
七
十
七
条
の
四

議
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
宣
告
を
し
た
後
、
議
場
の
出
入
口
の
閉
鎖
を
解

除
さ
せ
る
。

第
七
章
第
六
節
中
第
八
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
表
決
に
関
す
る
疑
義
）

第
八
十
三
条
の
二

表
決
に
関
す
る
疑
義
は
、
議
長
が
会
議
に
諮
つ
て
決
め
る
。

第
八
十
八
条
第
四
項
中
「
議
長
は
」
の
下
に
「
、
開
票
を
宣
告
し
た
後
」
を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
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